
平成１５年度地方債計画の概要

策定方針

平成１５年度の地方債計画は、地方財源の不足に対処するための措置を講じるとともに、極めて

厳しい地方財政の状況の下で、その健全性の確保に留意しつつ、地方公共団体が個性豊かで活力ある

地域社会の構築を目指して、それぞれの特性を活かし相互に魅力を共有できる地域づくり、ＩＴを

活用した住民生活の向上と地域の振興、すべての人にやさしいまちづくり、環境と調和した循環型

社会の形成、災害に強く安全な地域づくり等当面する政策課題に重点的・効率的に対応しうるよう、

所要の地方債資金の確保を図ることとして策定

１８兆４，８４５億円 （前年度 16兆5,239億円） １１.９％総 額

＜うち通常分 １０兆 ７７０億円 （前年度 10兆8,858億円） △ 7.4％＞

普通会計分 １５兆 ７１８億円 （前年度12兆6,493億円） 19.2％

通 常 分 ６兆６，６４３億円 （前年度 7兆 112億円） △ 4.9％

特 別 分 ８兆４，０７５億円 （前年度 5兆6,381億円） 49.1％

臨時財政対策債 ５兆８，６９６億円 （前年度 3兆2,261億円） 81.9％

減税補てん債 ６，９４４億円 （前年度 4,855億円） 43.0％

財 源 対 策 債 １兆８，４００億円 （前年度 1兆9,200億円） △ 4.2％

調整( ３５億円 （前年度 65億円） △ 46.2％不交付団体分 )

臨時財政対策債及び減税補てん債を除いた場合

８兆５，０７８億円 (前年度 8兆9,377億円） △ 4.8%

公営企業会計等分 ３兆４，１２７億円 （前年度 3兆8,746億円） △ 11.9％

主な特色

Ⅰ 臨時財政対策債の発行

臨時財政対策債の発行 ５兆８，６９６億円

通常収支に係る地方財源の不足に対処するため、地方財政法第５条の特例として発行

Ⅱ 減税補てん債の発行

減税補てん債の発行 ６，９４４億円

恒久的な減税及び先行減税による減収に対処するため、地方財政法第５条の特例として発行



Ⅲ 建設地方債の増発

財源対策債の発行 １兆８，４００億円

地方一般財源の不足に対処するための一般公共事業債、義務教育施設整備事業債、一般廃棄物

処理事業債、一般事業債（公園緑地事業）、地域活性化事業債、臨時地方道整備事業債及び臨時

河川等整備事業債の一部に係る充当率の臨時的引上げ等

Ⅳ 地方単独事業の重点的・効率的な推進

地方単独事業については、地域の自立や活性化につながる基盤整備や生活関連社会資本整備を重

点的・効率的に推進できるよう、その所要額を確保

① 地域活性化事業の推進 ４，３１７億円

地域の活性化に向けた喫緊の政策課題である循環型社会の形成、少子・高齢化対策、地域資源の

活用促進、都市再生、科学技術の振興、情報通信基盤の整備を推進することとし、所要額を確保

② 合併特例事業の推進 ２，０００億円

自主的な市町村の合併をより一層強力に推進するため、合併重点支援地域において市町村が広域

的に行う公共施設等の整備及び都道府県が行う交通基盤施設の整備並びに合併市町村におけるまち

づくりの計画的な実施を支援することとし、所要額を確保

③ 防災対策事業の推進 １，０９５億円

災害に強い安全なまちづくりを推進するため、防災システムのＩＴ化などの防災基盤の整備及び

公共施設等の耐震化を重点的に実施することとし、所要額を確保

④ 臨時三事業の推進
ア 臨時地方道整備事業 １兆３，５３７億円
イ 臨時河川等整備事業 １，１９１億円
ウ 臨時高等学校整備事業 ８６０億円

地域活性化の基盤となる地方道、河川等の整備を推進するため、臨時三事業の所要額を確保

⑤ 地域総合整備資金貸付事業（ふるさと融資）の推進 ６００億円

官民一体となったふるさとづくりを積極的に支援するため、地域総合整備資金貸付事業の所要額

を確保



Ⅴ 辺地及び過疎対策事業

辺地及び過疎対策事業の確保 ３，７５０億円

過疎地域の自立促進のための施策を推進するとともに、辺地とその他の地域の格差是正を図るた

め、辺地及び過疎対策事業の所要額を確保

Ⅵ 地方公営企業による生活関連社会資本の整備の推進

○ 上・下水道、交通、病院等住民生活に密接に関連した社会資本の整備を着実に推進することと

し、事業の実施状況等を踏まえ、所要額を確保

○ 広域化、安全対策を積極的に推進するとともに、経営健全化への取組を支援

○ 下水道事業のうち流域下水道事業等及び簡易水道事業については、事業年度における一般会計

繰出しに代えて、臨時的に公営企業債を措置

地 方債資金の確保

（単位：億円、％）

平成１５年度計画額 平成１４年度計画額 差 引 増 減 率
区 分

構成比 構成比 (A)-(B) (C)/(B)
(A) (B) (C) ×100

政 府 資 金 76,900 41.6 76,000 46.0 900 1.2

50,700 27.4 50,300 30.5 400 0.8財 政 融 資 資 金

26,200 14.2郵 政 公 社 資 金

10,000 5.4 9,800 5.9 200 2.0郵 便貯金資金

16,200 8.8 15,900 9.6 300 1.9簡易生命保険資金

17,800 9.6 19,000 11.5 △ 1,200 △ 6.3公 営 公 庫 資 金

民 間 等 資 金 90,145 48.8 70,239 42.5 19,906 28.3

24,000 13.0 19,400 11.7 4,600 23.7市 場 公 募

66,145 35.8 50,839 30.8 15,306 30.1銀 行 等 引 受

合 計 184,845 100.0 165,239 100.0 19,606 11.9

（注） 「政府資金」とは、財政投融資計画の「財政融資」欄に「地方公共団体」に対する

貸付けとして計上される資金を指す。


